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航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準

の改正について（通知） 

 

航空機騒音に係る環境基準（以下「環境基準」という。）の類型を当てはめる地域の指定

については、従来から「航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る

法定受託事務の処理基準」（平成13年１月５日付け環大企第１号。以下「処理基準」とい

う。）により、その処理の基準を通知し、実施されてきたところである。 

今般、「航空機騒音に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成19年12月環境

省告示第114号）により、騒音の評価指標がＷＥＣＰＮＬから時間帯補正等価騒音レベル

（Lden）に改正されたことに伴い、処理基準の別添「航空機騒音に係る環境基準の類型を当

てはめる地域の指定について」の１、４、５及び６の全部を下記のとおり改正するので、

通知する。当該事務を行うに当たっては、これに基づき適切に実施されたい。なお、本通

知は平成25年４月１日から適用するものとする。 

 

記 

 

１ 環境基準の地域類型を当てはめる地域は、航空機騒音から生活環境を保全する必要が

ある地域とすること。したがって、工業専用地域、原野、海上等は地域類型の当てはめを

行わないものとすること。 

 なお、「航空機騒音」とは、ターボジェット発動機、ターボファン発動機、ターボプロ

ップ発動機、ターボシャフト発動機又はピストン発動機等を主な動力とする航空機の運航

に伴って発生する飛行騒音並びに飛行場内における航空機の運用や機体の整備に伴って

発生する地上騒音をいう。 

４ 「航空機騒音に係る環境基準について」第１の３中「１日当たりの離着陸回数が10回

以下の飛行場」とは、飛行場及び反復継続使用される場外離着陸場のうち１日当たりの離

着陸回数が10回以下のものをいう。また、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第２条第

１項に規定する自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

（昭和35年条約第６号）に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊（以下「自衛隊等」

という。）が使用する飛行場であって、自衛隊等の航空機が１年間に当該飛行場に離着陸



した回数（緊急時の離着陸を除く。）を年間総日数で除した値が10以下のものをいう。 

  なお、同中「警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場」とは、警察、消防及び自衛隊等

が専用に使用する飛行場をいい、また、災害派遣、航空救難等の緊急時の運航については、

環境基準は適用されない。 

５ 「航空機騒音に係る環境基準について」第１の３中「離島にある飛行場」とは、離島

振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項に規定する離島振興対策実施地域が存す

る離島、沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定する離島、

奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第１条に規定する奄美群島及び

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第２条第１項に規定する小笠

原諸島にある飛行場をいう。 

６ 「航空機騒音に係る環境基準について」第２の１の表の既設飛行場の項中「これに準

ずるもの」とあるのは、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律（平成20年法律第

75号）による改正前の空港整備法(昭和 31年法律第 80号)第２条第１項に規定する空港

及び自衛隊等が使用する飛行場を除く飛行場並びに航空法（昭和27年法律第231号）第

79 条ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた離着陸の場所であって、反復し

て使用されるものをいう。 

 


